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日時：平成 26 年 7 月 28 日(月) 14 時～16 時 

場所：つづきＭＹプラザ多目的室 1・2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

主催：つづきＭＹプラザ 

(都筑多文化・青少年交流プラザ) 

後援：横浜市教育委員会 

 

 

*平成 26 年 7 月 28 日（月）愛知淑徳大学准教授 小島祥美さんをお招きし、多文化共生セミナ

ーを開催しました。当日は、外国につながる子どもたちの支援に関わっている方、学校関係者

など多くの方にお越しいただきました。講演の内容をシンポジウム当日の録音を基に抜粋し 

作成いたしました。また配布資料も、誌面の都合上、一部割愛しております。               

 

平成26年度 多文化共生セミナー 
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■はじめに 
（つづきＭＹプラザ館長 林田育美） 

 

皆様こんにちは。つづきＭＹプラザ館長の林田です。本日は暑い中ご参加いただきありがとうございます。つづ

きＭＹプラザは、正式名称を都筑多文化・青少年交流プラザと申します。国際交流や外国人支援だけでなく、青少

年の居場所事業を併せ持つ特徴的な施設です。二つの異なる分野を考えたとき、ちょうどその二つが重なるところ

にある外国につながる子どもたちの支援に力を入れており、毎年夏にセミナーを開催しております。今年は「外国

につながる子どもたちが活躍できる社会になるために」というテーマで行うことにいたしました。本日もいろいろ

な分野の方々にご参加いただいております。多様化する子どもたちの課題の本質に、少しでもせまることができれ

ばと思っています。特に後半は先生を交えてお互いに意見を出しあったり、課題を語り合ったりしたいと考えてお

りますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

第一部 講演 
『外国につながる子どもたちが、 活躍できる社会になるために 』 

講師：小島 祥美さん （愛知淑徳大学准教授） 
大阪大学大学院にて博士号取得（人間科学博士）。小学校教員、NGO職員を経て、日本で初めて全外国籍児童の就学実態を明らかに

した研究成果により、可児市教育委員会の初代外国人児童生徒コーディネーターに抜擢。愛知県プレスクール実施マニュアル検討会議

委員（コーディネーター）、文部科学省大臣官房国際課 外国人学校の各種学校設置・準学校法人設立の認可等に関する調査委員会委

員、国際ボランティア学会理事、岐阜県外国人青少年支援者連絡会座長、小牧市多文化共生協議会委員長などを歴任。 

 

 

【講演】 

皆さんこんにちは。横浜に来る度にドキドキしてお

ります。と言うのも、私は出身が東京で短大を出た後、

埼玉県で小学校の教員をしました。20才のときです。

その時担任した中に外国人の子どもたちがいて、その

ことが私の人生の転期となりました。その時の子ども

たちは全く元気が無く、それはもう寂しくて、寂しく

て。私のクラスにいた子どもたちは、南米にルーツを

もつ子どもたちとインドシナ難民の子どもたちでした。

ベトナムとフィリピンの子どもたちも多かったのです

が、学校にいる子どもたちに元気がなくて「学校がつ

まらん、つまらん」って言うんですね。それで「何

で？どうしてつまらんの？」と聞くところから始まり、

何とか子どもたちに元気になってほしいと思いました。

そのときは通訳の先生や日本語の先生がいなかったの

で、少しでも自分が寄り添うことができるようになり

たいと思い、まずは子どもたちのことを知ること、彼

らのバックグラウンドを知るところから始めようと思

って、教員を辞めて世界の旅に出ました。 

 

ところが旅に出たあとに阪神・淡路大震災が起きて

しまったのです。本当は世界中周ろうとして、日本か

ら一番遠いペルー、ボリビア、チリに行ったのですが、

そこで半年経ったときに震災が起きてしまいました。

全部行くはずだったんですが、日本にルーツを持つ方

たちから「今神戸は大変だよね。」「どうなっている

の？震災の後は。」と聞かれて、現状を全く知らない

自分がいて、これは何か神戸でできることがあるので

はないかと思い、すぐに神戸に行き、外国人の方たち

の被災者支援をする団体に参加しました。その時に出
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会った横浜の方々がたくさんいます。横浜の国際交流

協会はじめ外国人相談窓口を担当していた方々、また

多言語の情報を扱っていた方々など、多くの皆さんが

20 代で右も左も何も分からない若い私にいろいろ教え

てくださいました。その方々が今日お見えになってい

るので、非常に緊張しているというわけです。今日は

「外国につながる子どもたちが、活躍できる社会にな

るために」というお題をいただきました。皆さんのご

参考になるというよりも、私も皆さんから教えていた

だくことが多いかと思いますが、よろしくお願いいた

します。 

 

私は東海地域に住んで 10年になりますので、この地

域の状況も合わせてお伝えしたいと思います。でも私

の出身は東京で、母は横浜大好きでして、毎年元町の

チャーミングセールに行く程です。今日も私が持って

いる物でバッグはキタムラ、靴はミハマです。日本語

が母語ではない方はいらっしゃいますか？私の日本語

はちょっと早いので、少しゆっくりのほうがよろしい

ですよね。下町生まれなので早口でごめんなさい。分

からないときは「分からない！」と遠慮無くお伝えく

ださい。それでは進めたいと思います。こちらの画面

をご覧いただきながら進めますね。わからない漢字が

あるかもしれません。 

 

１．就学に関わる法的扱いから 

１）解釈 

お手元の資料をごらんください。今日は 5点の課題

を提供しながら皆さんと考えていきたいと思います。

その 1点目、「1．就学に関わる法的扱いから」です。

この解釈ですが、外国籍の方々に対するこの解釈は、

未だに変わらない条項ですね。私が 20歳のとき教員だ

ったとさっき話しましたが、私はこれを変えたかった

んですね。なぜ「国民」が日本の国民だけをさすのか、

なぜ外国籍者が対象外になるのかということが、どう

しても納得できませんでした。若かったからかもしれ

ません。これを変えるぞと思い 20年やってきたつもり

ですが、まだまだ自分の中でもできない壁がたくさん

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先ほど申しました通り、旅に出た後の 1995 年に震災

が起きました。その一年後の 1996 年に神戸に行き、被

災された方のお手伝いをしました。お手伝いをする中

で、学校に行っていない子どもに出会ったんですね。

被災など大変な状況だったために行けないのかと思い

きや、「国民の解釈」によって、学校に行きたいけど

行けない人たちがいることがわかりました。私は神戸

市長田区鷹取というところで活動しておりまして、行

政とは大変風通しの良い関係ができていました。行政

とともにいろいろな取り組みを行っていたのですが、

学校へ行っていない子どもたちのことだけは、なかな

か対応してもらえませんでした。 

 

「行きたくても、行けないといっても就学義務対象

外でしょ？｣「いやいや、それは違うでしょう。」とい

うやり取り。それにそういう子どもたちが地域の中に

何人いるか分からない。そして地域の中で学校に行っ

ている子どもについても分からない。神戸も横浜と同

じように外国人学校も多くあるけれど、その実態が分

からない。日本の公立学校の中で、学校に行っていな

い子どもたちの実態も分からない。結局、子どもたち

の就学実態が神戸市では分からず、これは何とかしな
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いといけないと思いました。でも兵庫県に聞いても、

隣の大阪府に聞いても、文部科学省にも聞いても、外

国人の子どもたちの実態は分かりませんでした。つま

り学校に行っていない子どもたちというのは、数字か

らも見えない、社会からも見えない。就学義務の対象

ではないというよりも、その子どもの実態が把握され

ていないということが大きかったので、何とかそれを

可視化したいと思い、協力してくれる町を探していろ

いろなところにお願いに行きました。「神戸で活動す

る団体の何々です。」と言いながら、いろいろな地域

にお願いしたのですが、本当にどこも相手にしてくれ

ませんでした。 

 

２）就学実態調査からわかったこと 

そして 2002 年に、岐阜県可児市という町に出会いま

した。縁もゆかりもまったくありません。愛知県と岐

阜県のちょうど県境にある町で、人口は 10万人ほどで

す。この可児市から、ご協力くださるというお返事を

いただき、もうその言葉に感激しまして、直ぐに可児

市に引越しをしました。 

 

可児市は当時、約 4千人が外国籍住民という状況で

した。東海地域ですので、車の部品関係の工場が多く、

とりわけ岐阜県の中でも一番大きな工場がある町です。

その関係もあり、外国籍住民は人口の 16 人から 17 人

に一人という状況でした。その中で、全家庭を訪問し

ながら行った調査が、今の私の基盤になっています。

あれからもう 10 年経ちますが、早いなあと思います。

その時に可児市で外国人をたくさん雇用している企業

の社宅をお借りすることができまして、その社宅に住

みながら毎日毎日外国人の家庭を訪問していました。 

 

神戸では 7年ほど NPO にいて、そこで横浜の皆さん

から教えていただいた多言語情報やネットワークが役

立ちましたので、せっかく家庭訪問するのであれば、

多言語情報を手渡そうと思いましたし、合わせてそこ

で相談活動もしました。そんなことをしながら不就学

の実態を把握していったのですが、そうすると地域の

中から「あの小島って言う人に話をすると、いろいろ

な事が解決するようだ。」と外国籍住民の中で噂にな

りました。それも私はそのとき収入が無かったので、

毎日お腹が空いていたんですね。すごくお腹が空いて

いたので、「あいつにご飯をあげると喜んで家に行く

よ。」という噂も流れました。それもあって、外国人

家庭で小学校 1年生から中学校 3年生の子どもがいる

家庭を訪問して回ったときに、どの家庭も調査拒否も

無く協力してくださいました。 

 

この調査から分かったことはたくさんありましたが、

一つは補習校に行っていない子どもたちが本当にいる

ということ。それは日本語力や出身地などが全く関係

ない日本生まれであっても、同じだと分かりました。

そして韓国朝鮮籍の方も含めて、学校に行っていない

子が何人かいました。就学義務の解釈については国籍

とは一切関係がありませんので、すぐにでも子どもた

ちの調査をしたいと、まずは家庭に行きました。同じ

調査を 2年間で 3回行いました。時期を分けて行った

のですが、二つ目にわかったことが日本の学校、特に

中学校をドロップアウトする子どもたちが圧倒的に多

かったということです。出会ったときには学校へ行っ

ていたけれど、次に行ったときには家にいて、学校を

やめていました。そしてその子どもたちの多くが就労

している状況でした。子どもたちが就労している話を

しても、行政や地域からはまったく信じてもらえませ

んでした。そのころ労働基準監督署が入りまして、新

聞の１面（資料１）に書いてもらったことから、本当だ

と理解してもらえたようです。 

 

ある工場では、15歳以下の外国籍の子ども 12 人が

雇用されていました。リーマンショック前の状況です。 
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（資料１） 
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子どもたちは日本の学校へ行っていましたので、あ

いさつ程度ですが日本語ができるということから、保

護者よりも少し良い時給で日給をもらって雇用されて

いました。彼らに言ったんですね。「こんな仕事をし

ないでさ、高校だって、大学へだって行けるんだ

よ。」と。だけど子どもたちは言うんですね。「そん

な子いるんだったら、そういうヤツを見せてみろ

よ。」と。「皆あそこで働いている。自分も年齢をご

まかせば働けるから、勉強する意味はないよ。」とい

うのが、当時働いているブラジル人の言い分でした。

「将来はもう見えない。頑張ったってどうせ同じ仕事

をするんだから、頑張っても意味が無いだろ、日本で

はさ。」 

 

中学校では当時、可児市でも日本語指導の先生や通

訳の方もいらっしゃいました。その方が教えてくださ

っても「今日は一年生の漢字を覚えた。」「今日は二

年生の漢字を覚えたけど、そんなのテストに出ないよ。

中間テスト、期末テストできなければ、結局自分たち

は 0点だ。」と言っていました。中には通信簿の採点

ができないと言われ、「自分たちが頑張っても全然評

価されない。」と。おまけに当時の多くの研究者は、

日本の学校にはいじめがあるという話をしていました。

そうした研究も多く、報道も多かったのですが、もち

ろんいじめの話はあったけれど、彼らが不就学になる

最大の理由はそこではなかったと思います。一番は自

分たちの将来が見えない、自分たち自身を認めてくれ

る機会がない、勉強しても次が見えないということが

一番大きいんだとわかりました。 

 

２．それから…各地での実践と学び 

そんなことから、実態調査を生かして施策に取り組

んでいくことが可児市で始まり、大変嬉しいことに、

当時の可児市長が「不就学ゼロ宣言」をしてくれまし

た。マスコミの方たちのおかげでもあります。地元紙

がこの現状を報道してくれたのです。いろいろな方々

のご協力のおかげで、市長の大きな試みで不就学ゼロ

が始まり、調査を通して実態がわかっただけでなく、

いろいろな関係者のネットワークができ、それが最も

大きかったことだと思います。外国人学校も、外国人

を雇用している企業も、公立の小中学校も、そして地

域のボランティア団体など、さまざまな方たちのネッ

トワークができたことで、そのネットワークを生かし

て今度は実践していこう、スタートしていこうという

動きが始まりました。せっかく連携ができたので、そ

の間をつなぐような人がいたら良いよねと、コーディ

ネーターと言う職務ができまして、それで私が第一号

として抜擢され可児市でその後も働くことになりまし

た。私の使命は不就学ゼロ。全ての子どもたちが学校

に行ける町を作る。それが当時の私の一番の望みです。 

 

お手元に新聞記事(資料１)があります。何しろいろい

ろなことをやりました。できることは全部やろうと思

いました。その中でよかったことは、まずは次の目標

が見えるようにするために、スモールステップで進め

るようにしたことです。「ここを頑張れば、次ここに

いけるんだよね。」「ここ頑張れば次ここにいけるん

だよね。」など、子どもたちに目標が見えるようにし

ようと思ったことと、勉強はともかく、まずは学ぶこ

との楽しさを伝えようと、子どもたちの場作りをしま

した。同時に、私たちは外国籍住民の応援団だという

ことで、子どもだけでなく保護者にも知ってもらう場

をたくさん作りました。 

 

そんなことをしてステップ 1を終え、次の進路の選

択肢の問題など、多様な背景を持つ子たちに自信をつ

けていこうと思いました。『不就学ゼロに挑む』とい

う新聞記事(資料１)があると思います。ここにあります

とおり、この地域には日系ブラジル人の方たちも多か

ったので、その特徴を生かし中学校の選択科目にポル
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トガル語を導入していくことにしました。指導員を中

心に、現役の高校生たちにも授業補助を頼みました。

たまたま定時制に通って教員を目指す生徒がいて、目

標を具体的に見える形にして取り組んでいけるように、

できることは全部行いました。 

 

当時、可児市には小学校、中学校合わせて 370 人ほ

どの教員がいました。その先生方に「外国人児童生徒

との関わりが、今までにありましたか？」と尋ねてみ

たところ、勤続年数と外国人の子どもたちとの関わり

とは全く比例していないという状況がわかりました。

15 年以上のベテランの先生方でも、外国人の子どもた

ちと関わったことがないという方が多かったのです。

特に管理職の方々は、そういう子どもたちを教えたこ

とがないということから、その実態はわからないとい

う回答が多くありました。そこで「この分野について

はみんなゼロからのスタートだから、みんなで勉強し

てがんばっていきましょう。」と、学校現場の中でも

仕掛けを作っていきました。 

 

手探りの中でやってきたのですが、1年経って、驚

いたことに不就学がゼロになったんですね。本当にビ

ックリしました。特に今までドロップアウトが多かっ

た学校、特に荒れていると言われていた中学校の子ど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もたちが、日本人の子どもたちも含めみんなが卒業し

ていったんですね。それまでの荒れた言動や、他人に

対して迷惑をかけるということが徐々になくなってい

きました。それに高校進学を希望する子どもたちが増

加していったということは、外国人の子どもたちを対

象に行っていたことが、学校全体で様々な課題をかか

えている子どもたちにとっても、課題解決につながる

ような試みになったということが、いろいろな場面で

わかりました。そこで学んだことは、自分で自分を認

めるということを意識的に多くやったことで、それが

習慣化すると能力ってどんどん開花していくというこ

とでした。自己肯定感や自尊感情を育てていくことが

外国人の子どもたちにも大事だし、日本の学校の中で

課題を抱えている子どもたちにとっても大きな意味を

持つことだということを、校長先生はじめみなさんと

共有しました。このようなことを、可児市で 4年間住

みながら続けてきましたが、やらせていただいたおか

げで他地域の多くの方たちとの出会いができました。

様々な出会いをとおして、その後、他地域でもいろい

ろな実践が拡がっています。 

 

あれから 10 年経ちますが、次に現在の東海地域の状

況をご紹介したいと思います。最近の状況ですが、学

校での外国籍児童生徒に対する初期指導というのは、

集中的にやった方がいいということで、その子たちに

ついては今までのような取り出し（注１）ではなく、別

に行っていく取り組みが通常化しています。そして在

籍学級に戻ったあとの話ですが、それについても取り

組みが変わってきました。というのも、当初は外国人

の子どもたちがわかる授業作りということで、たとえ

ばやさしい日本語を使うことや、日本語の発音に気を

つける取り組みをしてきたのですが、それを一般学級

で行った結果、手が上がらなかった日本人の子どもた

ちの手があがるようになっていきました。このことか

ら外国人の子どもたちに行っている教育手法を、今一

（注１） 在籍学級から「取り出し」て別の教室で集中指導をすること。 
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般学級の先生たちも学び、応用していくというのが日

常化しつつあります。 

 

たとえば知立市という所があります。ここもとても

外国人が多い地域ですが、そこでは小学校の中で、日

本語教室というのではなく国語と算数だけですが、ク

ラスを 3 つに分けて授業をやっています。知立市では、

「のぞみ、ひかり、こだま」という名前です。これは

何の名前か分かりますか？新幹線です。向かう方向は

一緒ですが、速度が違うという考え方です。このよう

な名前にしてそれぞれ全部の子たちを学年別に分けて、

外国人の子どもたちも含めて日本人の子どもたちと一

緒に学習できるような仕組みを作っています。この方

法は JSL（注２）で外国人の子どもたちに使われている

方法です。JSL そのものではありませんが、ことばに

気をつけて、抽象的な表現はできるだけ視覚に訴え、

目で見えるものにして表現していくという方法です。

このようなことが、東海地域の中ではだいぶ日常化し

ています。 

 

例えばこんな算数の問題があるとしますね。「54＋

3」。先生たちって日常的に話を聞いていても、かなり

日本語を省略している場合が多いですよね。「54＋3」

を説明するときに、「4と 3で 7」という言い方をしま

す。正式には「4たす 3は 7」ですよね。このように先

生方がかなり意識しないと、省略してしまう言葉がた

くさんあります。このように簡単なものですが、もっ

と意識して言葉を使い、様々な教科の中で統一して行

うことが、学級の中で学べるようになる指導方法だと

思います。 

 

また行政関係ですが、母語・母文化についての考え

方もずいぶん変わってきました。たとえば、お手元の

資料の愛知県多文化共生推進室が出している一番初め

の所です。「母語教育サポートブック“KOTOBA”」と

いうのがあります。これはダウンロードができますの

で、見て頂ければと思います。名前の通り、母語は大

切だということを言っています。そして母語教室の紹

介や、行政自ら多言語で発信していくということを行

っています。そして今、公立の小中学校の中でも母語

教育の実施が始まりつつあります。例えば岩倉市です

ね。資料をみて頂きますと、最後の資料に「多文化共

生フォーラム名古屋」というのがあります。この裏面

を見ていただくと、「分科会①公教育のなかの挑戦」

というのがあるかと思います。その中に「発表者①」

というのがありますが、この岩倉市日本語・ポルトガ

ル語適用指導教室は、週 1、2回一般学級の中で、外国

人の子どもたちや外国にルーツを持つ子どもたちが母

語を学べるようになっています。実際に指導する先生

には、母語ができ、教員免許を持っている方が採用さ

れます。 

 

地域の学習支援のあり方も変化しつつあります。と

いうのも外国人住民の中で「あそこに行っても学習支

援にならない。」という情報が口コミで広まっており、

外国人側も厳しくボランティアを見るようになりまし

た。つまり単に日本語話者が支援するという話ではな

く、「日本でやっていきたい。」「日本で生きていき

たい。」という強い思いの中で、「一つでも二つでも

多く覚えたい。」「日本人の生徒以上に、次の進路に

向かっていきたい。」と願う子どもたちが、非常に高

いレベルを求めるようになっています。 

「あいうえお･･」とか日常的な学習をするのではなく、

教科を勉強したいと願う子どもたちが増えてきたとい

うのが現状で、私が東海地域に来た頃とはだいぶ変わ

ってきました。 

 

３．就学前の子どもの「つまづき」       

次に 3 つ目の就学前の子どもたちのことに移ります。

これまでお話したような形で、小・中学校の取り組 

（注２） Japanese as Second Language 日本語を母語としない子ども

たちのためのカリキュラム。 
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みは進みつつあります。しかし就学前の子どもたち、 

いわゆる新一年生の子どもたちについては、集中教室 

にバラバラにした方がいいのか一般学級に進む方がい 

いのか、この 10 年間で議論が高まりました。というの 

も、それぞれの地域に様々な形の初期指導日本語教室 

ができています。学校の教室内にある場合や学校外の 

場合もあり、いろいろな設置の仕方があるのですが、 

新一年生で、特に日本語がゼロの子どもについて議論 

になりました。 

 

横浜はどうでしょうか。私も長く関東に帰って来て

いないのでわかりませんが、東海地域には、保育園や

子どもの課題、待機児童の問題も多くあると思います。

私たちの住む地域では、やはり待機児童がすごく多い

です。日本人の幼児でもなかなか保育園の利用ができ

ない中で、外国にルーツを持つ子どもたちはさらに難

しい状況です。また保護者の就労環境と保育園の実態

が合わないということで、無認可保育園が多く存在し

ています。普通のアパートに小さな看板を掲げてやっ

ている所が多く、子どもたちは雑魚寝で一日中過ごし

たり、終日テレビを見て過ごすというのが現状です。

こういった保育園は、朝 6時から夜 8時半、9時くら

いまで対応してくれます。病気でも預かってもらえる

し、何人かの保護者は母子手帳も保育園に預けておき、

無認可保育園の関係者が子どもの予防接種等にも連れ

て行きます。中には幼保育園に行ける子どもたちもい

ますが、この子どもたちの二次保育の施設として、こ

の無認可保育施設を活用している保護者も多くいます。

そのため、様々な問題が起こっていても、企業が要望

するような就労関係を保つために、幼保育園だけだと

早く終わりますので、その後の拠り所として無認可保

育園を利用している方たちが多いのが実情です。 

 

このような環境の中で育っている子どもたちが入学

してきた場合、どう対応していくのがいいのかという

議論の中で浮上したのが、プレスクールという考え方

でした。お手元に KOTOBA という資料がありますが、こ

んな形で『プレスクールマニュアル』という冊子を作 

りました。こちらもホームページからダウンロードし

て頂けるように作ってあります。KOTOBA もプレスクー

ルも、コーディネートは私が担当し、愛知県の方と一

緒に作りました。プレスクールをやっていく中で、初

め４市をモデル事業で行い、マニュアルを作り、マニ

ュアル作りが終わった後で、今度は NPO に実施しても

らうという形にしました。昨年 2013 年は県内 14市町

がプレスクールを実施し、愛知県内では「プレスクー

ル」という言葉が日常化しています。「プレスクール

が終わった子たち」という言葉が先生の中でも出てく

るようになりました。 

 

就学前に子どもたちがプレスクールで勉強したから

といって、学力という観点で見ると、4、5年生になっ

た時に大きな変化があるわけではありません。しかし

プレスクールを終えた子どもたち自身には、変化が見

られます。4月に入学する新一年生ついては、前倒し

で「日本の学校」で学ぶような場を作り、10 月から 11

月にかけて始まる就学時健診の時に、保護者にプレス

クールの案内をしています。多くの場合は、12月から

3月までプレスクールを行います。週 1回の所もあれ

ば週 3回の所もあります。小学校の中で行っている場

合もありますし、幼稚園や保育園に出向く場合もあり

ます。また土曜日のみ行っている場合など方法は様々

です。 

 

プレスクールの場合、小学校で最も大きな成果が見

られます。それは何かというと、就学前に子どもの学

習歴とか家庭環境という情報が入っているということ

です。これは小学校にとって大きな財産だと思います。

プレスクールを実施していく中で、子ども自身、何が

できて何がわからないのか、どんな名詞だったらわか
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るのか、グループ行動ができるか、一人遊びができる

のかなど、様々な行動を就学前に把握していることで、

それを考慮したクラス編成を行うことができ、そのよ

うな情報は小学校にとって非常に有益なものとなりま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。またそれ以外にも、保護者のサポートという点で

大きいと考えています。ご承知の通り、日本の小学校

は準備するものがとても多く、算数セットやその中の

おはじき一個一個に名前を書くこと、運動靴や袋の準

備、何センチ×何センチとか名前をつける場所の指定

などたくさんあります。そのような準備を、プレスク

ールを行っていく中で保護者に知ってもらい、また保

護者がわからないときには一緒にできるような場作り

をする。また幼稚園や保育園よりも、日本の小学校一

年生は保護者の参観を求められることが大変多いので、

保護者自身の心の準備という点ですごく大きい。子ど 

もの学習成果についてはまだ見えませんが、プレスク

ールの効果が少しずつ出てきており、各地で広まって

きているというのが実情です。やはり保護者と顔が見

える関係を構築しているからこそ、入学後「保護者の

学校への参画態度が全く違います。」と言う声が上が

るのだと思います。本当に成果が大きいと感じます。

子どもたち自身も、多少ですが文字を書きますので、

子どもの字が元気になったという話を先生方からよく

聞きます。鉛筆を持ったことのない子どもがいる中で、

どうしても筆圧が弱いという話が出ます。また母語母

文化への配慮というのも、保護者にとっては大きいこ

とです。 

 

４．学齢を超過した外国人住民の「つまづき」        

簡単な質問をします。小学校、中学校つまり日本の

公教育ですが、同級生になる人たちって何月何日生ま

れの人でしょうか。当然ご存じかもしれませんが、教

育の中での同級生の考え方は、外国にルーツを持つ人

たち、特に保護者にとって理解するのはとても難しい

ことだと言われています。東海地域で大きな課題にな

っているのが、小学校 1年生から中学校 3年生の課程

で不就学だった子どもたちが、学齢を超過したところ

でもう一回勉強したい、やり直しをしたいと言った時

に、受け入れる土壌がないということです。ご承知の

通り、中学校卒業後、高校に進学する子どもたちが大

半を占める状況の中で、やり直しの仕組みはできてい

ません。一応中学校の入学は可能です。学齢を超えた

子どもたちについても可能ですが、残念ながら受け皿

が東海地域にはありません。 

 

『夜間中学の都道府県別の状況』（資料２）にあるよ

うに、限定された地域にしかありません。私たちが住

んでいる地域にはないのです。かつて不就学だった子

どもたちが、もう一度勉強したいと思った時にやり直

せる場所がなく、これを地域のボランティア団体がサ

ポートしています。救済してあげられる場がないので、

たいへん苦労しています。唯一あるのが中学校卒業程

度認定試験(資料３)です。文部科学省が実施する国、数、

英、理、社 5教科の、1年に 1回のテストに合格する

方法しかありません。中学校卒業程度認定試験につい

ては 1999 年になってから外国人の受験資格が認められ

るようになりました。それに伴って、99 年以降の受験

者が増加しています。 

 

文部科学省では、受験者状況別に４つに分けていま 
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す。資料３に示した通り 1 号 2 号 3 号 4 号があります。

4号が外国人を指します。1号から 3号の受験生に比べ

て４号の受験生の増加率が圧倒的に高いです。再度や

り直したい、やり直して高校に行きたいと願っている

子どもたちが私たちの地域にも多くいますが、そのサ

ポートについては、ボランティア団体が地域で行って

いるというのが現状で、学齢を超過した子どもたちに

ついて、中学校含め対応の難しさが大きな課題となっ

ています。 

 

ある子どもの例ですが、16 歳で日本に来日して 18

歳まで工場で働く中で、5教科合格までの 2年間、そ

の子のモチベーションを保つだけでも大変でした。個

人との戦いです。ましてや学校に行っていない中で 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科勉強していくことも、本人のモチベーションもそ

うですが、まわりのサポートも必要となる。その戦い

の中で、2年間かけてやっと卒業認定書を取ることが

でき、定時制高校に進学したあと名古屋外国語大学の

短大に入学、編入して今度 4年制大学に入り 2年前に

大学を卒業し、今京都の学校の先生をしています。こ

の様な子どもたちが可児市の周辺にもたくさんいます

が、彼らのモチベーションをどこまで保つことができ

るのか、あるいは応援することができるのか、いわゆ 

る伴走することができるのか、課題はたくさんありま

す。 

 

滋賀県の例ですが、16歳で来日したフィリピンの小

さな町の子どもで、16歳を超えているので中学校にい

くことができない。また日本の中学校を終えていない

452 18.2% 64 11.1% 9 16.1% 4 8.7% 3 6.1% 262 19.8% 42 27.6% 64 28.4% 4 6.3%

小計 2,033 81.7% 512 88.9% 47 83.9% 42 91.3% 46 93.9% 1,059 80.2% 107 70.4% 161 71.6% 59 93.7%

中国 1,131 334 24 20 28 509 48 109 59

韓国・朝鮮 438 22 1 2 18 341 28 26

ベトナム 120 47 3 46 23 1

フィリピン 102 47 11 11 32 1

ペルー 51 2 2 30 1 16

ブラジル 39 2 2 26 6 3

その他 152 60 4 7 75 6

合計 2,488 100.0% 576 100.0% 56 100.0% 46 100.0% 49 100.0% 1,321 100.0% 152 100.0% 225 100.0% 63 100.0%

広島県

（6校） （1校） （1校） （11校） （3校）（3校） （2校）

神奈川県 千葉県 京都府 大阪府 奈良県兵庫県

外
国
籍

日本籍

合計 東京都

（35校）（学校数） （8校）

（資料２）  夜間中学における都府県別国籍別在籍生徒数（人）  2010年9月現在 出典／小島（2011） 

 

中学校卒業程度認定試験（通称「中卒試験」） 

中学校卒業程度認定規則（昭和 41 年文部省令第 36 号）により文部科学省が実施する試験 

↑1999 年 8 月 31 日改正により、受験資格が拡大 

受験年度に満 15 歳以上の外国人住民の受験が認められるようになった 
 

＜受験者の状況＞ 

・１号受験者…当該年度に満１５歳になる者で、就学義務を猶予又は免除されている者 

・２号受験者…４号に掲げる者を除き、当該年度に満１５歳になる者で、中学校を卒業 

できないと見込まれることにやむを得ない事由があると認められる者 

・３号受験者…１，２，４号に該当しない者で、当該年度に満１６歳以上になる者 

・４号受験者…当該年度に満１５歳になる者で、日本の国籍を有しない者 
 

（資料３） 
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ので高校に進学することができません。どこにも行く

ことができない状況のため、市の相談員から私の所に

連絡が来ました。よく話を聞き就学歴を確認したとこ

ろ、初等教育の 6年と中等教育の 4年間のうちの 3年

間は終わっていました。フィリピンには中学、高校と

いう分け方がなく、初等教育 6年、中等教育 4年とな

っており、その内の 3年間を終えていますので、初等

6年と中等 3年を足すと 9年だと考え、9年間あれば日

本の今の高校の考え方としては、入学資格としては外

国で 9年間勉強していることが認められるのではない

か。そうすれば入学資格を得られることになります。

様々な書類作成をくり返し行い、今いる県で認めても

らい、ようやく 4月に高校に入りました。神戸や大阪

と違って、まだまだ厳しい状況が続いています。また

ボランティアに正確な情報が行き渡らないと、間違っ

た情報が行ってしまい、子どもの進路が確保されない

という場合もあるようです。 

 

現在の高校進学のための入試について、状況把握の

ために分析をしてみました。「外国人の高校入学者選

抜をめぐる自治体間比較」（資料４-1,2）をご覧ください。

少し前になりますが、全国の 47 都道府県と政令指定都

市の合計 60 の教育委員会に対して、2012 年度入学者

選抜の外国籍の子どもたちに係る入学者選抜の現状と、

特に外国人学校の卒業生について伺いました。全国に

お願いして協力して下さった地域が、ここに明記して

ある 50 の教育委員会です。神奈川県はじめ横浜市、川

崎市にはご協力頂くことができました。もし関係者が

いらっしゃいましたら、この場をお借りして御礼申し

上げます。結果として、やはり外国人の生徒に対して

の入学者選抜は地域によって差があり、ある地域とな

い地域があるということがわかったこと、また全日制、

定時制、通信制によっても環境が異なることがわかり

ました。入学者選抜があるというのは、たとえば小学

校 4年生以上で来日した場合については外国人として

対応する、特別選抜がある、中学校以上で来日した子

どもたちにはあるなど、内容は地域によって異なりま

す。また特別措置については、一般の入試の時間より

も時間延長しますよとか、ルビをうちますよとか、漢

字などわからない場合は、辞書持ち込み可能ですよ、

というような形で、これも地域によって異なります。

転校する場合などは、それぞれの地域の状況を調べ、

情報を得る必要があります。特に東海地域では大変厳

しいので、事前に調べる必要があります。 

 

特に困っているのが外国人学校の場合です。外国人

学校を卒業した子どもたちについて、公立高校の入学

者資格を認めるかどうかを尋ねたところ、神奈川県、

川崎市、横浜市は「認める」とお答えいただいてます

が、資料にある通り残念ながら私たちの地域では一切

認められていません。よって外国人学校出身の子ども

が公立高校に入学するというのは、たいへん厳しい状

況です。教育委員会と協議をしたところ、それが教育

上の制度の問題なのか中身の問題なのかという観点で

はなく、学校教育法第１条の条項にはない、というこ

とで外国人学校出身者に対して入学資格はいっさい認

めないとなっています。 

 

高校評価制度が始まって、日本の公立学校に行きた

い外国人の子どもたちが増えました。この子どもたち

についても受け入れができないので、結局、文部科学

省実施の英、国、数、理、社５教科の「中学校卒業程

度認定試験」を受けることになります。勉強し直して

入学資格を得る、本当にたいへんです。子どもたちの

モチベーションを保ち、あきらめないようにするため

にも、様々な取り組みをしていく必要があります。私

も東海地域の調査の際に、岐阜県可児市における不就

学の子どもたちの教育改善をしたいと思いました。当

初は子どもたちの実態を把握しようと、一時的に神戸

に来て、神戸、大阪の違い、関東との違いを知ってし 
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（資料４－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

）移住労働者と連帯する全国ネットワーク・情報誌 2014 年 4 月(168 号)より 
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（資料４－２） 
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まったら、東海地域を離れられなくなりました。

「ここで自分ができることをなんとかせにゃいか

ん！」と思い、できることを作ってから自分のかつて

の活動に戻ろうという思いでいたら、10 年経ってしま

いました。 

 

近年の実践をとおして学んだことは悪いことばかり

ではなく、東海地域にもいいことがありましたので、

最後にそれをご紹介して終わりにしたいと思います。 

 

５．キャリアを見据えたサポートの在り方   

第 1点『キャリアを見据えたサポートの在り方』と

いうことで、ある公立高校の取り組みです。今日は高

橋先生がお見えですが、大変ご協力いただきました。

ありがとうございました。縁あって岐阜県との関わり

ができていく中で、外国人の多い高校に通う子どもた

ちの進路、進学が厳しい状況にあることがわかりまし

た。というのも、いろいろな形で地域の方や先生たち

と連携しながら、小学校から中学校でドロップアウト

しそうな子どもたちを何とか高校に進学させたにも関

わらず、高校でのドロップアウトが大変多い状況でし

た。不就学ゼロを目指していろいろな取り組みをして

きたのに、「どうして高校でこんなに辞めてしまうの

だろう？」という悔しい思いもあったので、岐阜県の

高校を全部まわりました。その結果よくわかったこと

が、高校の中でも外国人の子どもたちへの対応方法を、

先生たちが理解されてなかったこと。特に「この子は

日本語がわからないんだよね。」と言ったら、あいう

えおから始める指導法であること。そのため小学校で

行っているような指導方法を、相変わらず高校でも行

っているということでした。キャリア教育を実践して

はいても、依然として名刺の渡し方だったり、履歴書

の書き方を教えているような状況で、自分たちの進路

進学を考えるような場づくりだったり、それ以前に何

ができるのかということを考えるような場づくりとい

うのが、一切できていない状況でした。 

 

その中で、何かできる方法はないかと思い、キャリ

ア教育の在り方を探るため、昨年度、岐阜県の中で外

国人の子どもたちが一番多い高校でキャリア教育プロ

グラムを実践しました。岐阜県や愛知県もそうですが、

東海地域の現状として、外国人の子どもたちが多い高

校では、実は日本人の子どもたちも、多くの課題を抱

えています。全般的に成功体験が日本人の子どもたち

も少なく、「どうせできない。」と思っている子ども

たちが多い状況です。子どもたち自身も、家庭環境の

影響もあって、なかなか次の進路が描けないという課

題がある中で、外国人の子どもたちだけに特化しては

いけないのではないか。すべての子どもたちが参画で

きるようなキャリア教育を考えていくことが必要なの

ではないかと考え、子どもたちとともに取り組みまし

た。 

 

例えば「ミッション」というのがあります。コンビ

ニの店長に「外国人住民が利用しやすいコンビニを目

指せ」というような「ミッション」を与えます。この

場合はコンビニですが、地域の方々にご協力いただき

ました。外国人の方、日本人の方、生徒を含めて皆で

考えて提案する。コンビニの店長がコメントし、賞を

与え、それをコンビニの中でも実践していくようにす

るという内容です。それ以外でも、地域にある企業、

とりわけ中小企業の社長さんなどにご協力いただき、

社長にとってのやりがいとは何か、仕事のやりがいと

は何か、若手のエースたちが、なぜこの仕事に就こう

と思ったのか、そのハートの部分を子どもたちに伝え

て欲しいという取り組みをしてきたわけです。いわゆ

る地域の思いに、日本人や外国人の子どもたちが、一

緒に触れることができるような場づくりをしてきまし

た。 
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こうした外国人が多い高校は、やはり大学進学等も

厳しい状況で、特に岐阜県の状況は、言葉は適切では

ないかもしれませんが、いわゆる進学校の生徒はほと

んどが県外の大学に行くというのが通常化しています。

地元に残る子どもたち、そして、地元の企業で地場産

業を支える人たちというのは限られた人材になってし

まう。このような状況で岐阜という町を考えていくと、

10 年後、20 年後、50 年後、「いろいろな人たちがこ

の町に参画できるようになった」と言われるように今

から考えていかなければ、この町自体、元気がなくな

ってしまうのではないかということで、取り組みを通

して企業や NPO 法人、行政が立ち上がり、そして学校

も立ち上がっていったという状況でした。 

 

この取り組みを行ってから、今年度からは高校主体

で継続的に実施していくことになり、併せて来年度か

らは、今度は岐阜県下で、それぞれキャリア教育のや

り方を今までのような名刺の渡し方、履歴書の書き方

というのではなく、違う自分とは何なのか、自分探し

ができるような実践を地域と連携しながら行っていく

形に変わります。その結果、外国人の子どもたちを通

して、日本人の子どもたちが抱えている課題を考える

きっかけが一つ持てたことが学びでした。 

 

第 2点 外国人の保護者の声を地域や学校に届けた

いという意見が、いろいろなところから出てきました。

アイデンティティのこと、自分たちのルーツのことな

ど、いろいろな人たちが活動しているにもかかわらず、

まだまだ地域住民には充分に伝わっていないという思

いの中で、何かできないだろうかと考えたのが、新聞

に掲載された『日本で暮らす外国人に自信を』（資料

５）という取り組みです。 

 

ワークショップ形式で、写真を使って自分を紹介し、

自分の思いを形にしていきます。そしてそれらを簡単

な映像作品に仕上げ、自己表現していくという活動で

す。活動していく中で、子どもたちが本当に元気にな

っていく様子がわかります。簡単ですが少しその映像

をご覧いただきます。 

 

子どもたちの絵と保護者の声を聴いていただきたい

と思います。2分半の簡単な映像ですが、子どもたち

がその中で思いを話しています。「3人の私」という

子がいました。彼女はブラジルにルーツを持つ子ども

でしたが、日本も大好き、そしてブラジルも大好き、

ブラジルにいる田舎のおじいちゃんも好きだし、都会 

のおばあちゃんも大好き。だから、自分が 3人いたら 

いいのになっていつも思っていました。その思いを言

いたいのに、日本で生活していて、そんなことは言っ

てはいけないのかと思っていました。この映像は、中

学 2年生の時に作り、その思いを言うことができて嬉

しかったという話です。そのことがきっかけとなり、

元気になって、今大学生になりました。そういうこと

を発信していくような自分になりたいという意識づけ

ができました。 

 

保護者も一緒に作りますが、保護者については、や

はり親子同士の言葉が通じなくなっていく中で抱える

課題、苦しみや、悩みというのを映像に込めて作った

方もいらっしゃいました。毎年いろいろな地域で取り

組みをしていますが、地域の中で喜んでいただき、お

祭りですとか、自治会ですとか、運動会など、小中学

校の場合は、それぞれの学校で流してもらう形で発信

しています。 

 

第 3点 今大学にいるので、少しでも大学でできる

ことがあればいいなと思い、オープンキャンパスを活

用しています。それについては、お手元の資料で名古

屋国際センターという資料があります。『大学に行こ

う～外国人の子どもと保護者のための大学訪問プログ 
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 （資料５） 
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ラム』とうタイトルです。この様に、大学の情報を多

言語で発信し、外国人の方たちが理解できるような情

報提供を大学の中で実践しており、毎年たくさんの方

が来てくださいます。 

 

昨日も行ったのですが、昨日は外国人学校の子ども

たちの相談を受け、すごく盛り上がりました。それは

大学には申し訳ないですが、本学に入ることが目的で

はなく、日本の中でどのようにして大学で学ぶことが

できるのか、お金のことも含めて小中学生の保護者に

も話をし、大変喜ばれています。4,5 年続けているの

ですが、子どもたちは本学だけではなく他大学にも入

学している状況です。この様に、子どもたちが実際に

自分の目で見るというのは大事なことだと思います。

中学校の教育委員会と計画しているのは、高校バスツ

アーです。中学校の時に高校を自分の目で見て、実際

に体験するということを、早い段階から行っています。 

 

最後は、帰国者のサポートということでご紹介しよ

うと思いましたが、映像が出なくて残念でした。ごめ

んなさい。学校の先生や地域の方々から「この子、帰

国しちゃうからね。もうサポートする必要ないんじゃ

ないの？」という話や、「もうこの子に日本語教えて

もしょうがない。」という声が出てきますがそれは違

うということを、まずお伝えしたいと思います。東海

地域では、帰国、転入が多い中で、先生方のモチベー

ションが下がってしまうことがあります。「こんなに

やったのに、明日帰るって言っているのよ。」などで

す。 

 

ここで映像をご紹介します。彼女は小学 4年生の時

に来日し、小学校、中学校を終えた後、家族の関係で

帰国したペルーの子です。名前はシュシャと言います。

ペルーに帰って、彼女から連絡がきました。「私の通

訳を聞きに来てくれないかなぁ。」とあったんです。3

年前です。彼女はペルーで正式に認められている観光

ガイドの国家資格を取得しました。小中学校は日本の

学校ですし、関西で育ったので関西弁バリバリの子で

す。おまけに播州で、姫路の方ですね、「うちなぁ」

と言う話し方をします。シュシャはペルーに帰ってか

ら、「日本に帰りたい。日本に帰りたい。」と言いな

がらも、シュシャにしかできないことがあるんじゃな

いかと考えたのが観光ガイドでした。彼女の母国ペル

ーには、日本人が一番行きたい世界遺産の一つ、マチ

ュピチュがあるんですね。そこを繋げられるようにな

れたらいいなという思いから、観光ガイドの国家資格

を取得して、今、マチュピチュでガイドをやっていま

す。とてもうまいです。聞きに行きました。何がすご

いって、日本の小中学校で勉強しているので、一部で

すけれど日本の歴史が頭に入っているんです。なので、

その年代のことを通訳に入れるんです。「１９６○年、

この時代は日本で言うと○○ですよね。」と言いなが

らガイドするんですね。本当に上手だなって思いまし

た。だから彼女は今、マチュピチュの中でも引っ張り

ダコです。日本の歴史等を混ぜ、特徴的な日本の地域

のことを入れながら、「この時代、日本ではこういう

ことが作られましたね。」や「日本ではこんなものが

建設された年ですよね。」という話を入れるので、日

本で学んだことが本当に生きている。だから私たちが

地域で彼女たち外国人住民、外国にルーツを持つ子ど

もたちをサポートすることは、いろいろな場面で生き

てくるということを、ぜひ皆さんと共有したいと思い

ます。シュシャはとても生き生きしていました。阪急

交通社の、ペルーのマチュピチュの世界遺産に行こう

という映像に彼女が出てくるんですよ。それを阪急交

通社で観てビックリしましたね、突然出てきたので。

彼女がガイドをしているということもそうですが、私

たちが知っておくことは、子どもたちへのサポートは

将来的には様々な場面で生きてくるということです。

そのことを、今日お伝えできればと思っています。 
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時間が来てしまいました。私は 20年子どもたちと関

わってきて、重要だと考えている 6カ条を考えてきま

した。皆さんの活動の参考になれば幸いです。以上で

終わりにしたいと思います。 

 

【司会】 

ありがとうございました。ではこれから第 2部に移

ります。皆さんからの質問を交えながら、外国につな

がる子どもたちの未来について考えていきたいと思い

ます。 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

子どもの未来を拓くための６カ条 
１．正確な学修歴の把握 

２．正確な情報の収集 

３．正確な情報を伝える 

４．自己肯定感や自尊感情を育てる場づくり 

５．将来を見据えたサポートを！ 

６．そのための、体制・制度づくり 
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第二部 参加者との意見交換 

『子どもたちの未来を、ともに描こう 』 
コーディネーター：林田 育美 （つづきＭＹプラザ館長） 

 

 

【林田】 

小島先生、本当にありがとうございました。いろい

ろな事例を出していただきながら、外国につながる子

どもたちの現状や将来像を考えることができました。

子どもたちは一人ひとり異なりますが、自分の力で歩

き、自分の力で未来を、夢を、つかんでほしいと考え

ています。先生のお話を受けて、皆さんのご意見を伺

いたいと思いますが、どなたかご感想をお願いできま

せんでしょか。  

 

【参加者 1】 

今日はありがとうございました。千葉県で小学校教

諭をしております。私は 3月まで 2年間、ブラジル日

系人社会ボランティアとして活動していました。私が

行った地域というのは特に日系の方が多いわけではな

く、私自身が外国人というマイノリティな存在として

活動し、その中で、地域の人や子どもたちに支えられ

て帰ってきて、外国人の子どもたちのために何かした

いと思って参加しました。貴重なお話をありがとうご

ざいました。 

 

普段、教師をしていく中での戸惑いやつまずきがあ

って、たとえば保護者へのアプローチとかサポートに

ついてお聞きしたいと思います。例えば宿題の音読と

いうのは、お母さんにとっては大変なことだと思いま

す。私が勤めてきた 7年のうちの 5年間は、外国人児

童や日系のお子さんや、お母さんが外国人でお父さん

は日本人、その他複雑な家庭環境の中で、なかなか子

どもと親の関係性が築けなかったり、コミュニケーシ

ョンがとれなかったりという事例が多くありました。

音読を子どもがしても親がわからない。プールの時の

プールカードに印鑑を押すのも、お母さんが起きてい

ないために自分で熱を測って自分で印鑑を押す。日本

の子どもであれば親がやるところを、自分でやらなけ

ればならない。たくましく成長していると言えばそう

なんですが。あと例えば学校からの書類や校外学習、

集金など様々なことですよね。それを保護者自身が読

めない、書けないということもあります。今は NPO 団

体がサポートしてくださっているのですが、私が初任

や 2年目だった時は、どうしたらいいかわかりません

でした。そこでこれからの支援のあり方についてどの

ような形で行われていくのか、その取り組みが実際ど

ういう風に行われているのかについて教えていただき

たいと思います。 

 

【林田】 

ありがとうございます。では先生お願いいたします。 

 

【小島】 

はい。今日は専門家の方たちがたくさんいらっしゃ

るので、神奈川の現状をお話いただけたらと思います。

たぶんいろいろなやり方があると思います。それにし

ても保護者へのアプローチって、そんなに必要ですか

ね。そこがまず疑問に思うところです。特に私が関わ

ってきた事例では、日常的な会話や人間関係ができて

いないのに、学校は困った時には保護者に連絡するん

です。だから突然学校から連絡来ると保護者は慌てて

しまう。そこでできるだけ日常の中で関係性ができる

ように、なるべく学校と保護者が参加できるような場

作りを心がけました。例えば、学校の家庭訪問の時期

がありますね。その時には外国人家庭のところについ

て行って、通常より長く時間を取ります。その他、保

護者会を金曜日の夜や土曜日など、外国の方たちが参

加しやすいような時間帯に設定します。通常は先生た

ちの勤務時間内に設定することが多いのですが、不就

学ゼロに向けてやっていた時はそうでした。ある地域

では、楽しいことには、外国人も含めて地域の方たち

も参加します。ワールドカップの時には学校に大画面
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を作って、学校の中で大騒ぎできるように開放しまし

た。そのような機会を使って、学校側の願いや思いを

保護者に伝えていく工夫をしている学校も見られます。 

 

また、私が通訳する時もそうですが、通訳者がどう

入るかというのもポイントだと思います。医療通訳は

命にかかわることなので、通訳の質が求められる部分

があるかと思いますが、学校に関することというのは、

もちろん正確な通訳も必要ですが、お互いのコミュニ

ケーションをどうやって育むかが大きな役割だと思い

ます。とりわけ通訳の方自身がネイティブの方の場合、

プレッシャーはもっと高いと思います。というのも、

同じコミュニティの人に家族の情報を知られることに

対して、保護者はあまりいい気持ちがしない場合が多

いからです。通訳されている内容が本当に先生が言っ

ていることなのか、通訳者の解釈で言っていることな

のか、誤解が生まれやすいところです。そこに入る先

生が通訳者を守るような発話をしてあげるなど、配慮

が必要な場面もあります。例えばある学校では、通訳

者の発話は、すべて先生の責任であることを先に言っ

てから始めています。そうしないと通訳者に負担がか

かってしまいます。あれしなさい、これしなさいと、

ある種、命令口調で行動を制限するような言い方にな

ってしまう場合を懸念しているわけです。それを言わ

れる同じコミュニティの人間からすると、嫌な印象を

持ってしまいます。だから「先生が言ってるんだ。あ

の先生が払えって言ってるんだ。もうしょうがないよ

ね。払うしかないわ。」とか、「あの先生がこういう

風に言ってるのよ。」というように、先生を介して、

通訳者を守るようにすると、そこで活動する通訳の方

たちも働きやすくなると思います。そういう工夫をし

ている学校は、すごくうまくいっています。通訳者を

守るような取り組みを学校側が仕掛けていく。何でも

通訳にお願いしてしまうと大変ですよね。もう、悪い

ことばかり連絡しなきゃいけないですものね。「学費

払いなさい」「給食費払いなさい」「身体検査がある

のに何とかの紙がないですね」など、毎回ネガティブ

なニュースばかりを伝えるのが、通訳の役目になって

しまう。そうじゃないですよね。まずは通訳を守れる

ような仕組みを、学校で工夫するといいと思います。 

 

【林田】 

ありがとうございます。外国籍の家族と学校、そし

てボランティアとの間に信頼関係を作っていくことが

前提だと思います。ただそこが最も難しい部分ですね。

取組の中から、ご紹介いただけるようなことはありま

せんでしょうか。あるいは、本日は当事者の方もいら

っしゃると思います。外国人の立場からご発言があり

ましたらお願いしたいと思います。 

 

【参加者 2】 

中川から来ました。私は母がフィリピン人で父が日

本人で、生まれも育ちも日本です。小中は横浜の公立

で、高校は県立でしたが、卒業して今も都筑区に住ん

でいます。先ほどのお話の中に、音読やプールカード

がありましたが「すごい、あったなぁ。」と思い出し

ながら聞いていました。うちは両親とも仲が良く、離

婚することもなかったんで、もちろん日本人の父親は

居たんですが、日本人夫婦であっても、父親が子ども

の教育に関与しない家はあると思いますので、私もお

知らせなんかは母親に「一応置いとくね。」って冷蔵

庫に貼りながら、キリトリの一番下の部分は自分で書

くっていうのは当たり前でした。でもそれは別に悪気

があったわけではなくて、本当にカレンダーには「こ 

の日は授業参観だから来てね。」みたいな感じでした。 
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うちの母親は積極的に出てくれるような母親だったの 

で、かなり母親の性格だとか、明るさによって違うだ

ろうなと思います。育った地域の小学校は勝田小学校

で、そこには市営団地があって、日本人であっても多

様な背景を持つような人が住んでいて、かなり地域の

コミュニティは強い場所でした。同じようにフィリピ

ンにつながる家族も多くいて、ママたちの結束がかな

り強かったので、わからないお知らせを聞くこともで

きたのですが、お知らせ一枚聞きに行っただけなのに

「夕飯の時間だよ。」という頃までずっとおしゃべり

することもありました。でもそこで子どもたち同士も

仲良くなって、いろいろな話ができました。 

あと音読に関しては、確かに母親も母語が日本語で

はないのでわからないんですけど、いろいろ項目があ

りましてね、声の大きさだとか、速さだとか、間の取

り方とか。「声が小さい！ここは三角。」わからない

なりに、母も一生懸命マルとかバツを書いて。日本の

行政しかり学校ってすごく不思議で、最後にサイン欄

があるんですけど、母親がハートマークかなんかを調

子に乗って書くときもあるんですが、面倒くさいと、

ハンコ一個で足りちゃうんですよ。だからそこはもう

日本って楽で、ハンコ一個で済むみたいな感じで。そ

ういったところは、本当に臨機応変にポジティブにや

っていた母親に育てられたので、こういうケースもあ

るってことで、意外と当事者はそこまで負担に思って

いないのかなって思います。逆に外国籍のお母さんで

も、わからないなりに音読聞いて、声の大きさを確認

して、マルバツできるわけですから。支援者は何かあ

った時に「音読、ちょっと見てあげてくださいね。」

と言ってあげるといいのかなと思っています。ありが

とうございます。 

 

【林田】 

ありがとうございました。いいお話が聞けて、何だ

か温かくなった気がします。外国につながりを持つ子

どもの対応は、いつもマイナスなことばかりではあり

ません。二つの文化を持つことの良さもあるはずです。

もちろんつまずきはどの子にも有り得るわけですから、

いかにポジティブにとらえていくかということも、大

切な観点かもしれません。 

 

国際結婚をされている方もいらしてますね。今日は

『外国につながる子どもが活躍できる社会になるため

に』というテーマですが、何かご意見がありましたら

お願いします。 

 

【参加者 3】 

私の主人はイギリス人です。子どもが新一年生なの

ですが、かなり自信を無くしてしまって。僕だけでき

ない、僕だけバカだっていうのを言い続けながら宿題

をやるような状態です。育てて思うのは、今日ご紹介

いただいたような活動が、横浜の普通の小学校にはま

ったく情報として来ていないのが現状だということで

す。学校の先生に相談したら、「スクールカウンセラ

ーに言ってください。」と言われ、スクールカウンセ

ラーに言ったら「私の分野外なので分かりません。」

というような状態で、ちょっともう私たちが模索状態

になっています。先生のやってらっしゃるような活動

が日本全国に統一されて、どこかに報告できるように

していただけたら、私たちは助かるなというような思

いがしました。 

 

【小島】 

私の感覚では、横浜とか神奈川というのは、もう、

二歩も三歩も四歩も先を行っているという印象がすご

くあるのですが。コーディネーターをされている方に

学校の現状をお聞きしてもいいですか。 

 

【参加者 4】 

今のお母様の話を聞いて、私もびっくりしたんです

けど。都筑区内にある学校ですか？ 

 

 

【参加者 3】 

いいえ、青葉区です。 
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【参加者 4】 

今聞いて、本当に驚きました。今、私は神奈川県の

あーすぷらざの外国人教育相談窓口にいます。外国人

および外国につながりを持つ日本人の方からの教育に

関する相談を受けておりますので、ぜひ相談に来てく

ださい。できることはたくさんあると思います。後で

資料を渡します。 

 

【小島】 

高校進学を目指す子どもたちへの対応は、地域の中

でどんな風に行われているのでしょうか。あわせて高

校の現状も教えていただきたいと思います。 

 

【参加者 5】 

今、神奈川県立相模原青陵高校という学校で教えて

います。神奈川県では外国籍の子どものための特別枠

が 10校あって、そのうちの一つの学校です。うちの学

校は特別枠で入った子が 25 人。特別枠は来日 3年以内

です。それ以外は 3年を超えて、日本生まれの子も含

めて 20 人ぐらいいて、約 45人在籍しています。高校

進学について言うと、震災で受検生が減ったので、特

別枠数が増えない状態です。今、3年生の枠が 109 名

あるんですね。109 名に対して、去年あたりは 100 名

をちょっと欠けるぐらいだったのですが、どんどん増

えてきて、今年が 120 名ぐらいまで増え、さらにまた

増えそうな状況です。 

 

神奈川県の場合こういう特別枠があるので、お話す

る機会がよくあるのですが、全国の自治体の話題にな 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ると、実は特別枠があっても充分に機能してないんで

すよね。なぜかというと「若干名」だったり、受検し

ても、結局日本語ができない理由ではねられてしまい

ます。例えば千葉とか埼玉とか、福岡ですね。はねら

れるので、子どもたちが受検しなくなっちゃう。神奈

川だと 109 名が担保されているんですよね。受ければ

0点でも合格するんです、定員の中だったら。だから

定員が 10名で 10 名の受検者だったら全員合格が原則

となります。逆に言うと、全く日本語ができない生徒

も入ってくるという前提です。 

 

例えば私の学校では、講師枠が今年の場合 44 時間つ

いていて、取り出しという特別授業をしたり、それか

ら TT（注３）で入ったら、日本語の選択授業もあるんで

すね。だから高校レベルの日本語をきちんとやらなけ

ればいけないという流れになってきているのですが、

やはり一番の課題は、日本の子どもたちを巻き込むと

いうことです。今日小島先生の話を聞いてすごく収穫

があり、共通の課題が多いと思いました。今私の一番

の関心事で、今日聞いてよかったと思ったのが、遠野

高校の取り組みです。先日、遠野高校の教頭先生がう

ちの学校を見に来てくださいました。日本の子どもた

ちを巻き込んだ、学校内での多文化共生の取り組みを

されています。多文化共生というのは、むしろ日本の

子どもたちを変えなければダメなんですよね。マイノ

リティの人たちはその苦しみを分かっているわけだか

ら、マジョリティ側を巻き込んで変えないといけない。

そういう取り組みを、大学と連携してこれからやりた

いなと思っています。今、法政大学で取り組んでいま

すが、大学生が定時制高校に入って、自己肯定感を培

うための対話などが始まっています。それをメジャー

にしたいと思います。 

 

企業連携もなかなか進んでなくて、全体的にそうい

うプログラムにこれから取り組まなければならない。

そうしないと子どもたちは結局、定時制高校に入った

後が保障されない。キャリア教育の話もありましたが、

キャリア教育の一番の目的は、子どもたちに、日本の

(注３) Team Teaching 担任と他の教師がチームを組み児童生徒の 

習熟度などに合わせて行う授業の形態。 

 



23 

 

子もそうですけど、自分たちには生きる権利がちゃん

とあるんだ、生きる権利＝働く権利があるんだと教え

ることです。彼らは、働く権利をちゃんと認識してな

いんですよね。自分は働かなくてもアルバイトでもい

いやと。企業に自分をあわせて、無理して就職しなく

てもいいやと。こういうところで押さえてしまってい

る傾向があるので、キャリアの中で本当に自分たちが

認められて働く、そういう意識に変えなければいけな

いと、今日は参考になりました。 

 

【林田】 

ありがとうございます。これまでのお話からは少し

年齢が下がるかもしれませんが、言葉が二つあること

によるアイデンティティの確立の難しさ、その揺らぎ

という言葉が、先生の資料に書かれていました。これ

は本当に多く、私たちも直面する時があります。たと

えば国際結婚の方、また日本に居住している外国籍の

方で、大人よりも子どもが先に日本語を覚えることに

よって、子どもが日本人化していくということ。今日

のお話の中に、母語教育の重要性ということも出てき

ました。子どもが年齢を重ねるにつれて、子どもなり

に迷うこと、例えば自分はいったい何人なのだろうと

いうこと。そして親を否定したり、自分の国籍を否定

したりということも起こるだろうと感じております。

最後に子どものアイデンティティについて、どなたか

ご意見ございましたらお願いいたします。 

 

【参加者 6】 

都筑区で、子育て中の外国人ママや日本人ママと助

け合って、居場所づくりをしています。先生のお話を

とても興味深く聞きました。アイデンティティの問題

では、マイノリティの人たちだけが悩むのではなくて、

その人たちを囲む私たちが、考え方を変えていくこと

が必要だと思います。都筑は本当に国際結婚が多く、

子どもたちは学校でつまずくことがあります。たまた

ま歴史の授業で万里の長城の話をした時に、先生が

「万里の長城について知っていることある？」と言っ

て、ある子どもに振ってくれたんだそうです。その子

のお母さんは、母語の保持を考えて中国語を勉強させ

ているんですね。中国語と日本語で説明をしたら、周

りのみんなの考え方が変わって、「すごい、中国って

すごい。それを知ってる○○さんはすごいんだね。」

と言ってくれて、そこからがんばることができるよう

になりました。つまり周りの私たちも、もう少し温か

く、そして自分がその立場になったらどうなるかを考

えて、サポートしていく必要があるんじゃないかと思

いました。 

 

【林田】 

はい、ありがとうございます。日頃から、外国につ

ながる子どもたちの支援をされている方がいらしてい

ます。 

 

【参加者 7】 

こちらで週一回、外国籍の小学校と、中学校の子ど

もたちの学習支援をしております。日本全国どこでも、

先生がおっしゃたような状況がある訳で、実際私も海

外が長く、子育てを通してこの逆バ―ションを経験し

ています。今日本にいる子どもたちが、辛いだろうな

と思うことは想像がつきます。保護者がどういう立場

になっているかということも、ある程度は想像がつく

んですね。こうしてみた時に、いくつかあるんですが、

日本の小学校、特に低学年は親に頼りすぎるというか、

さっきおっしゃったように、すぐ親が出ていく場面を

作ってしまうんですよね。外国ではそれがほとんどあ

りません。学校は学校で完結してもらったら良いのに、

と思うようなことが日本では起こります。親がそこま

でやらなくちゃいけないのかなと思うことが、制度的

に日本の学校では多くて、外国の方がそれを見た時に

「これはどういうことだ。」と思うことがたくさんあ

る。そういう意味では日本の学校は非常に閉鎖的だし、

非常に日本的だし、考えてみると、日本の学校そのも

のをもう少しではなく、もうずいぶん変えていかない

と、そこに暮らす日本の子どもにとっても、とても生

き苦しい、まるでひとつの鋳型にはめ込もうとしてい

る様に私には感じます。そこに生きづらさが蔓延して

いると感じる次第です。今日はどうもありがとうござ

いました。 
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【小島】 

学校現場で通訳をしていると、聞きたくない声のひ

とつに、先生が親と子をセットで考えることがありま

す。私も海外で生活していて違いが大きい点だと思い

ました。どうでしょう。他の地域でそうしたところを

うまくサポートされているような事例ってあります

か？ 

 

【林田】 

いかがでしょうか。今日は横浜以外からも参加され

ていると思います。最後に支援者として活動されてい

る方がいらっしゃいましたらお願いいたします。 

 

【参加者 8】 

はじめまして。私は川崎市の日本語指導員として、

ポルトガル語を担当しています。今日はいろいろと、

貴重なお話をありがとうございました。私は親の協力

があるからこそ、子どもの教育もスムーズにいくと思

って、できるだけ親に対してもサポートするように心

がけています。初めての日本の生活で、保護者に日本

の教育のシステムを説明し、学校の年間行事を事前に

説明してお母さんの理解を得てから子どもをサポート

するようにしています。わからないお知らせがある時

は個人的に翻訳をして、できるだけお母さんに、子ど

もが学校でやっていることや学校行事を話し、こうい

うことが必要と伝えるようにしています。 

 

 

■おわりに 
（つづきＭＹプラザ館長 林田育美） 

 

ありがとうございました。まとめることが難しいのですが、それぐらいテーマも深く、幅も広かったと思います。

先生がおっしゃった言葉の中に印象に残ったものがありまして、子どもに関わる私たちの活動が、いつか必ず生き

る時が来ると私たち自身が信じることだと。支援の結果はすぐには出ません。なぜ継続するのかというと「いつか

きっと」と思うからです。外国につながる子どもたちに関わる私たちは、一人でも多くの人が連携し、子どもたち

を支え合いたいと思います。必要に応じて情報を共有し、助け合うということも必要だと思います。「いつかきっ

と」という思いを、繋いでいけたらと思います。最後に皆さんの拍手で、先生にお礼を申し上げたいと思います。

ありがとうございました。 
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